軽度者に係る福祉用具貸与の報告手順等について

１．軽度者に係る福祉用具貸与をケアプランに位置付ける場合の一連の流れについて 
①「軽度者に対する福祉用具貸与届出要否確認書」を参照して届出の必要性を確認する。
※認定調査票の基本調査またはサービス担当者会議での判断によることができない場合で、貸与が必要な人がいるときは ２のⅰ）～ⅲ）のいずれかの状態にあたるかどうかをチェック。
②サービス担当者会議において福祉用具貸与の必要性、妥当性の検討を行う。
※必要時等は主治医の意見を確認し、当該意見を踏まえて検討する。
③届出が必要な場合は長寿介護課へ必要書類を提出する。
２．主治医の意見の確認
・ 疾病があればその名称、疾病等に伴う身体状況、以下のいずれかの理由により厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者かどうかを主治医等から書面（参考様式①～⑤あり）で確認する。
（書面作成に費用がかかる場合は、被保険者の自己負担となります。）
　ⅰ）疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって「困難な」状態になる。（例　パーキンソン病の治療薬によるＯＮ・ＯＦＦ現象）
　ⅱ）疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに「困難な」状態になる。

　　　　　（例　がん末期の急速な状態悪化）

　ⅲ）疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から「困難な」状態と判断できる。
（例　ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避）
　例）軽度者へ特殊寝台及び特殊寝台付属品を貸与しようとする場合

「日常的に起きあがりが困難」又は「日常的に寝返りが困難」ということを主治医から確認する必要あり。
　　※詳しくは「医師の所見（参考様式）」を参照。

３．サービス担当者会議での検討事項

①主治医の意見をふまえて、計画において位置付けた目標を達成するために福祉用具貸与の必要性、妥当性を検討する。尚、必要性等の検討にあたっては、疾病や身体状況、それによる生活への影響、予後予測を踏まえて検討すること。
②代替性の有無を確認する。
４．報告書の提出

　①主治医の意見を確認した書面（参考様式①～⑤あり）及びサービス担当者会議の記録（写しで可）を添付書類として、報告書（参考様式あり）を作成する。

　②報告書の５．福祉用具貸与が必要な具体的理由には、疾病等に伴う身体状況及び基本調査でいう「困難な」状態になる理由を詳細に記載する。
　③プラン作成者は「軽度者に対する福祉用具貸与届出書」及び「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る医学的所見について」、当該サービスを位置付けたケアプラン（第1～5表　※5表は直近2か月）を長寿介護課へ提出する。
④原則として報告書は貸与を開始する前に提出をする必要あり。ただし、貸与を必要と認めた場合には、報告書の提出があった月の初日から介護保険の算定が可能。

　※認定の結果がでる前に暫定で利用する場合は、利用前に報告書とサービス担当者会議の記録(写)を長寿介護課へ提出して算定の可否を相談し、主治医の意見を確認した書面は、認定の結果が軽度だった場合に限り、認定後に提出する。
